
議員提出第１号議案 

 

大阪府議会委員会条例及び大阪府議会議会運営委員会条例一部 

改正の件 

 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び大阪府議会

会議規則第１３条の規定により提出します。 
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議員提出第１号議案 

 

 大阪府議会委員会条例及び大阪府議会議会運営委員会条例一部改 

正の件 

 

 大阪府議会委員会条例及び大阪府議会議会運営委員会条例の一部 

を改正する条例を次のように定める。 

 

 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 議 会 委 員 会 条 例 及 び 大 阪 府 議 会 議 会 運 営 委 員 会 条 例 の 一 部  

を 改 正 す る 条 例  

（ 大 阪 府 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  大 阪 府 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

（ 大 阪 府 議 会 議 会 運 営 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  大 阪 府 議 会 議 会 運 営 委 員 会 条 例 （ 平 成 三 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

第 十 二 条  （ 略 ）  
 

（ 開 会 方 法 の 特 例 ）  

第 十 二 条 の 二 委 員 長 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い

て 、 適 切 か つ 効 果 的 な 委 員 会 の 運 営 の 観 点 か ら

特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 映 像 と 音 声 の 送 受 信

に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認 識 し な が ら 通 話

を す る こ と が で き る 方 法 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 」

と い う 。 ） を 活 用 し た 委 員 会 を 開 会 す る こ と が

で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 議 事 の 公 開 の 要 請

へ の 配 慮 、 委 員 等 の 本 人 確 認 及 び 自 由 な 意 思 表

明 の 確 保 等 に 十 分 留 意 す る も の と す る 。  
 一  重 大 な 感 染 症 の ま ん 延 防 止 措 置 の 観 点 か

ら 又 は 大 規 模 な 災 害 等 の 発 生 等 に よ り 委 員

会 の 開 会 場 所 へ の 参 集 が 困 難 と 判 断 さ れ る

実 情 が あ る 場 合  
 二 育 児 、 介 護 等 の や む を 得 な い 事 由 に よ り 委

員 会 の 開 会 場 所 へ の 参 集 が 困 難 な 委 員 か ら

オ ン ラ イ ン を 活 用 し た 委 員 会 の 開 会 の 求 め

が あ る 場 合  

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 委 員 は 、 委 員 会 に オ ン

ラ イ ン に よ る 出 席 を 希 望 す る と き は 、 あ ら か じ

め 委 員 長 の 許 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 委 員 長 の 許 可 を 得 て 委 員

会 に 出 席 し た 議 員 は 、 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 第

一 項 の 出 席 委 員 と す る 。  

４  オ ン ラ イ ン を 活 用 し た 委 員 会 に お け る 表 決

の 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め

る 。  
 

（ 秘 密 会 ）  

第 十 七 条  委 員 会 は 、 そ の 議 決 で 秘 密 会 と す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 オ ン ラ イ ン を 活 用 し た 委

員 会 に お い て は 秘 密 会 と す る こ と が で き な い 。 

第 十 二 条  （ 略 ）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（ 秘 密 会 ）  

第 十 七 条  委 員 会 は 、 そ の 議 決 で 秘 密 会 と す る こ

と が で き る 。  
 

  

改 正 後  改 正 前  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 検 討 等 ）  

２  議 長 は 、 オ ン ラ イ ン を 活 用 し た 委 員 会 に つ い て 、 現 に 委 員 会 の 開 会 場 所 に い

る 状 態 と 同 様 の 環 境 を で き る 限 り 確 保 す る た め の 環 境 整 備 及 び 情 報 セ キ ュ リ

テ ィ 対 策 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 知 事 に 対 し 、 必 要 な 財 政 上

の 措 置 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る も の と す る 。  

  
 

第 十 一 条  削 除  
 
 
 
 
 
 

第 十 二 条  削 除  
 
 
 
 
 

（ 委 員 会 条 例 と の 関 係 ）  

第 十 八 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 運 営 委

員 会 に 関 し て は 委 員 会 条 例 第 八 条 、 第 十 二 条 か

ら 第 二 十 七 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 定 足 数 ）  

第 十 一 条  運 営 委 員 会 は 、 委 員 の 定 数 の 半 数 以 上

の 委 員 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。 た だ し 、 第 十 八 条 に お い て 準 用 す る 委

員 会 条 例 第 十 五 条 の 除 斥 の た め 半 数 に 達 し な

い と き は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

（ 表 決 ）  

第 十 二 条  運 営 委 員 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半

数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 委 員 長 の 決 す る

と こ ろ に よ る 。  

２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 委 員 長 は 、 委 員 と し

て 議 決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  
 

（ 委 員 会 条 例 と の 関 係 ）  

第 十 八 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 運 営 委

員 会 に 関 し て は 委 員 会 条 例 第 八 条 、 第 十 二 条 、

第 十 五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で の 規 定 を 準 用 す

る 。  
  



提 案 理 由 

 

新型コロナウイルス感染症の蔓延を契機に社会全体がリモート

ワークの導入や行動様式を見直す中、議会としても率先して、時代

や環境に適応した柔軟な議会活動の在り方を示す必要があります。    

これからの時代において、適切かつ効果的な委員会運営の観点か

ら、大災害等の現実に一つの場所に参集することが困難な状況やワ

ークライフバランスの観点から一律に委員会室に集合することが

不合理な状況等、議決機関として様々な状況下でも対応できるよう

オンライン委員会の開催を可能とする所要の改正を行います。 

 


